
東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 要保護及び準要保護児童生徒就学援助事業 整理番号 1313-011

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 １　学校教育の充実 所 属 長 大西 輝明

主な施策 ２　生きる力を育む教育活動の推進 電話番号 79-3630

第２次
総合計画体系

政策目標 ２　豊かな心を育むまち 担当部署 学校教育課

根拠法令等 学校教育法　東みよし町就学援助費交付規則

事業実施方法区分

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　児童生徒の保護者が生活保護の受給者、または要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
に対して、保護者の経済的負担を軽減するため必要な経費を一部負担する。
　就学援助費の交付を受けようとする保護者は、所定の就学援助費申請書を作成し在学する学校を経由
して町教育委員会へ提出し審査決定を行う。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　真に生活に困窮していると認められる児童生徒に新入学学用品費・学用品費・修学旅行費・給食費・医
療費など一定額の就学援助費を助成することにより、保護者の負担軽減につながり援助を必要とする家
庭の経済的支えとなっている。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

経済的理由により就学困難な児童の保護者 対 象 者
小学校 60名
中学校 29名

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　教育の機会均等を図るため、真に就学援助を必要とする家庭を援助し、児童が安心して学校生活を送る
ことができるよう支援する。

  うち繰越分↓

12,837,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 7,120,828
  うち繰越分↓

7,294,918
  うち繰越分↓

1,107,000
  うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a) 6,000
  うち繰越分↓

43,000

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓   うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓
24,315

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓
11,730,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 7,114,828

  うち繰越分↓
7,227,603

項 目

特定財源の名称・金額
要保護児童援助費補助金 17,000円　要保護生徒援助費補助金 26,000円
過年度教育扶助費返還金 24,315円

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 9 教育費

【小学校】 新入学学用品費 213,240円　学用品費 651,280円　修学旅行費 294,970円　給食費
2,801,240円　医療費 84,120円　スポーツ振興センター掛金 25,760円
【中学校】 新入学学用品費入学前支給 720,000円　学用品費 613,710円　修学旅行費 477,368円　給
食費 1,393,840円　医療費 6,970円　スポーツ振興センター掛金 12,420円

備　 考 小学校　要保護 4名　準要保護 56名　　中学校　要保護 2名　準要保護 27名

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


